
越谷市の環境施策の取組に
ついて

令和３年７月５日

令和３年度 第１回 越谷市環境審議会
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期間：平成23年度（2011年度）
～令和2年度（2020年度）

期間：平成23年度（2011年度）
～令和2年度（2020年度） 2

これまでの取組（越谷市の環境関連計画）



環境管理計画って何ですか？

環境の保全及び創造に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するための基本計画です。
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１



これまでに策定された越谷市の環境管理計画

昭和58年
（1983年）

平成１３年
（２００１年）

平成２３年
（２０１１年）

新しい計画

令和３年
（２０２１年）

環境・社会情勢の変化に対応するため計画を改定
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前回計画からの国内外の環境対策に関する主な変化

2011年（平成23年） 東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故発生

2012年（平成24年） 小型家電リサイクル法制定、生物多様性国家戦略2012-2020閣議決定

2014年（平成26年） 第四次エネルギー基本計画閣議決定

2015年（平成27年） 国連サミット「SDGｓ」採択、気候変動枠組条約締約国会議「パリ協定」採択

2016年（平成28年） 地球温暖化対策計画閣議決定

2018年（平成30年） 第五次環境基本計画・第四次循環型社会形成推進基本計画閣議決定、

気候変動適応法制定、気候変動適応計画閣議決定、第五次エネルギー基本

計画閣議決定

2019年（令和元年） 食品ロス削減推進法制定、

2020年（令和2年） 菅首相「2050年脱炭素社会実現宣言」
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変化① SDGsが世界共通の合言葉に

6

世界の全ての人たちが
幸せになるために
2030年までに取り組
んでいく17の目標

越谷市も、そして
あなた自身も
取り組む一員です



変化② 気候変動対策と影響への適応
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温室効果ガスの排出量が増加

気温が上昇・
大雨の頻度が
増加

健康被害（熱中症）

気候変動対策

浸水被害



その他の変化など
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人口減少・超高齢社会

ESG投資の拡大

生物多様性の危機海洋プラスチック・
食品ロス問題

超スマート社会の到来



越谷市における環境課題
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温室効果ガス排出量
の削減目標が未達成

市域の影響やその規
模が未把握

適応の認知度
が低い

今やれる施策や技術
だけでは大幅な削減

が困難

市内の再生可能エネル
ギーだけでエネルギー需
要を満たすことは困難特に家庭部門

の増加

生物多様性が普
及、理解されてい

ない

生息・生育地が
分断・消失

生息・生育地の環
境が劣化生きものが絶滅

又は減少

プラスチックごみ
による海洋汚染

超高齢社会
への対応

リサイクル率の目
標未達成ごみ総排出量

の更なる減量
が必要

適応に関する庁内の連携体制
が確立されていない

再生可能エネル
ギー電力への転
換が進んでいない

消費力は大きい
がエシカル消費に
転換できていない

協働の仕組みは
あるが参加はごく
一部に限定

生活排水による
河川汚濁の発生

光化学オキシダン
ト濃度が環境基
準を超過



今回の計画のポイントは？
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計画の位置づけ
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3つの計画を
含んでいるよ

越谷市
第５次越谷市総合振興計画

越谷市環境管理計画

越谷市の個別計画

越谷市環境条例

越谷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

越谷市気候変動適応計画

生物多様性こしがやアクションプラン

整合・連携

環境面からの目標の実現 基本理念の実現

法令等
環境基本法、地球温暖化対策推進法、気
候変動適応法、生物多様性基本法、循環
型社会形成推進基本法など

準拠

国・県等の計画等
環境基本計画
地球温暖化対策計画
気候変動適応計画
生物多様性国家戦略
埼玉県環境基本計画
埼玉県地球温暖化対策実行計画
埼玉県東南部地域生物多様性ガイドライン

整合
・連携



計画期間
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令和３年度                  令和８年度                 令和１２年度

（2021年度）                （2026 年度）                （2030 年度）

越谷市環境管理計画（10年） 

第５次越谷市総合振興計画（10年）基本構想 

基本計画 前期 基本計画 後期 

▲見直し時期



望ましい環境像
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みんなで創ろう

越谷の豊かな環境と未来

全ての人が
責任を持って
考え、行動する

未来の越谷市民
に対して

豊かな環境を
保全・創造する

ため



今回の計画のポイント
３つの基本理念

環境面から社会・経済課題の同時解決

行政・市民・事業者の協働

地域資源の持続的な活用
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施策の展開方向
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基本目標１
脱炭素社会の構築

基本目標２
気候変動影響
への適応

基本目標４
生物多様性の保全

と回復

基本目標６
人づくり、
参加・協働

基本目標３
資源循環型の
地域形成

基本目標５
安全で安心な
生活環境の形成

基本目標１ 脱炭素社会の構築

基本目標６ 人づくり、参加・協働

基本目標５ 安全で安心な生活環境の形成

基本目標４ 生物多様性の保全と回復

基本目標３ 資源循環型の地域形成

基本目標２ 気候変動影響への適応

地球温暖化、省エネルギー、再生可能エネルギー、交通など

気候変動影響、ヒートアイランド現象、防災など

ごみ減量、廃棄物処理、資源リサイクル、地産地消など

緑、生態系、生物多様性、公園緑地、環境保全型農業など

大気、水質、騒音・振動、悪臭・土壌等、景観、美化活動など

環境教育、環境活動、環境配慮行動など



今回の計画では
どんなことをするの？
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環境施策



基本目標１
脱炭素社会の構築

【取組の方向性】
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１－１ エネルギーの効率的な利用

１－２ 再生可能エネルギーの導入拡大

１－３ 再生可能エネルギー電力への転換

１－４ 二酸化炭素吸収源の拡大

１－５ 都市基盤と交通ネットワークの形成

１－６ ごみの発生抑制の推進

１－７ 革新的な取組の探求 太陽光パネル（保健所）

蓄電池（消防本庁舎）



基本目標２
気候変動影響への適応

【取組の方向性】

２－1 気候変動適応の理解促進

２－２ 気候変動適応の推進に係る庁内連携の
構築

２－３ 気候変動に対する適応力の向上

 暑熱対策の推進

 水害対策の推進

 渇水対策の推進

 自然生態系対策の推進

 農業対策の推進

 気候変動適応策の活用
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基本目標３
資源循環型の地域形成

３－１ 市民・事業者との協働による資源循環

の推進

３－２ 排出事業者等による主体的なごみ減

量・資源化の促進

３－３ 新たなごみ収集・処理システムの構築

３－４ 産業廃棄物対策の推進

３－５ 農産物や食品等の地域内循環の推進

【取組の方向性】
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基本目標４
生物多様性の保全と回復

【取組の方向性】
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４－1 生きものの減少防止と回復

４－２ 生息環境の維持と回復

４－３ 生きものが暮らす環境の保全

４－４ グリーンインフラの整備と活用

４－５ 生物多様性の普及の推進

コシガヤホシクサ 越谷ふるさと米圃場

（仮）平方自然観察公園



基本目標５
安全で安心な生活環境の形成

【取組の方向性】
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５－1 生活環境の保全

 大気環境の保全
 水質汚濁の防止
 騒音・振動
 化学物質等
 悪臭・土壌等

５－２ 都市景観の形成と歴史ある景観の保全

５－３ 災害に柔軟に対応できるまちづくりの推進

一般環境大気測定局



基本目標６
人づくり、参加・協働

【取組の方向性】
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６－1 環境・SDGs教育の推進

６－２ 環境・SDGs活動の推進

６－３ 環境・SDGsに配慮した消費行動の喚起



推進プロジェクト
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＜プロジェクト抽出の視点＞

重要性

新規性

独自性

統合性

本計画の推進プロジェクト分野

「気候変動」×「防災」×「エネルギー」
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社 会

環 境
●住宅等への導入拡大
●公共施設への導入拡大

太陽エネルギー
の導入拡大

●蓄電池の導入拡大
●災害時における再生可能エネルギーの活用
●事業者との連携強化

水害対策の推進

生物多様性を育
む農地の維持と

回復
●生物多様性を育む農業振興

＜取組課題＞
少子高齢化・人口減少、災害の頻発
⇒住み続けてもらえるまちへ

＜取組課題＞
農業経営が難しく農地が減少
⇒農業が持続的に行えるまちへ

＜取組課題＞
温室効果ガスの増加、自然の減少
⇒まちの脱炭素化と自然との共生

経 済

生物多様性を育
む農地の維持と

回復
●生物多様性に配慮した基盤整備
●多様な主体による地域の環境保全活動

農産物の
地産地消の推進

●直売所機能の拡充
●地場農産物の活用

●グリーンインフラの整備・改善

●水害及び水害対策の普及啓発・情報発信
●水害対策の実施
●農地等の遊水機能を活用した水害対策の促進

市民・事業者に
よる取組の支援

●SDGs取組の支援制度の検討
●事業者による環境マネジメントの
取組支援

緑の保全・管理
と整備

●樹林地・樹木の維持、管理
●樹林地・樹木への理解の促進
●緑の質的向上
●ビオトープの整備推進

エネルギーレジ
リエンスの強化

グリーンインフ
ラの整備・改善

推進プロジェクトのモデル図



前回審議会における意見とその取組み状況

前回 令和３年２月８日開催

議 事 （１）越谷市環境管理計画の改定について

①前回会議意見等を踏まえた対応について

②検討事項

・パブリックコメントとその対応方針

・越谷市環境管理計画（案）

・越谷市環境管理計画 概要版（案）

（２）その他

25



答申式（令和３年２月１８日）
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前回意見（抜粋）
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委 員：資料2の5ページの「国、埼玉県の目標に足並みを合わせるとの記
載があり、主体性を持った取組が見えない」というご意見に対して、「早
期の実質ゼロに向けた目標設定が可能かどうか判断する。」との記載があ
り、早期とはどのくらいの期間を想定し、何に基づいて可能と判断してい
くのか。

事務局：国が2050年ゼロカーボンという話をしているところで、自治体と
してゼロカーボン宣言を早めにする必要があると思っており、宣言の意思
表示は来年度中に行いたいと考えている。数字的にどうなのかについて、
資料3の巻末資料の資料-2に市が実施した施策による削減見込量を掲載して
いるが、市の施策を全部足しても目標達成に至らず、国や企業の革新的な
取組があって、ようやく達成することになる。対応方針（案）に記載して
いる「早期の実質ゼロに向けた目標設定が可能かどうか判断する。」の記
載はこのような背景を踏まえて修正させて頂く。ゼロに持っていくのは、
かなり厳しいと思っているが、意思表示は、来年度を目標に進めていきた
いと考えている。



ゼロカーボンシティ共同宣言 4月26日
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